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	件    名
	ネズミ駆除業務委託（旧左京東部いきいき市民活動センター）
	

	
	履行期間
	　契約日から令和８年７月１０日（金）まで
※　２週間程度
	

	
	履行場所
	　旧左京東部いきいき市民活動センター（京都市左京区鹿ケ谷高岸町３－２）
	

	
	契約条件
	本施設において、今後実施予定の建物解体工事に伴うネズミの近隣への拡散・逃亡を防止するため、以下の駆除業務を行うものとする。
１　施設概要
　・　市民活動施設（令和８年３月末供用終了、飲食店入居履歴なし）
　・　２棟（２階建て１棟、４階建て１棟：延床面積 約3,000ｍ２）
２　業務内容

⑴　駆除作業の実施
履行場所の特性（約3,000ｍ２）に応じ、期間内に効果的なネズミ駆除を実施すること。手法については、効果的と考えられる手法を提案すること。
　⑵　周辺環境への配慮
　　・　強い急性殺鼠剤（リン化亜鉛等）は使用しないこと。
・　薬剤を使用する場合は、誤飲防止用の餌箱（ベイトステーション）等を使用し、飛散や外部流出がないよう安全管理を徹底すること。
　⑶　資材の撤去
期間最終日までに、建物内に設置したすべての駆除資材（粘着シート、餌箱等）及び捕獲したネズミを速やかに回収・撤去すること。
３　完了報告
業務終了後、実施内容（作業日、施工内容、資材配置、捕獲結果等）が分かる簡易な写真付きの「完了報告書（書式自由）」を提出すること。
４　留意事項

1 業務に要する消耗品費及び諸経費等の全ての費用を含む見積りとすること。

2 業務実施の安全管理については、受注者の責任において行うこと。
3 作業時間は、午前１０時から午後５時までの間とする。
4 閉鎖している施設ではあるが、解体工事の調査のため職員等が出入りすることがあることから、履行に当たっては、担当者の指示に従うこと。

	


	
	5 施設の一部（４階建ての１階部分）については、７月１日以降の実施とすること。
6 本仕様書に定めのない事項については、委託者と協議すること。
５　支払い

履行を確認した後、受注者からの請求に基づき支払うものとする。

（以上）



